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文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する 

対応指針    

目次 

 

 

第１ 趣旨  

１ 障害者差別解消法の制定の背景及び経過  

２ 法の基本的な考え方  

３ 本指針の位置付け  

４ 留意点  

 

第２ 障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方  

１ 不当な差別的取扱い  

（１）不当な差別的取扱いの基本的な考え方  

（２）正当な理由の判断の視点  

（３）不当な差別的取扱いの例  

 

２ 合理的配慮  

（１）合理的配慮の基本的な考え方  

（２）過重な負担の基本的な考え方  

（３）合理的配慮の例  

（４）環境の整備との関係  

 

第３ 関係事業者における相談体制の整備  

 

第４ 関係事業者における研修・啓発、障害を理由とする差別の解消の推進に資す

る仕組みの整備  

 

第５ 文部科学省所管事業分野に係る相談窓口 
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